
仕 様 書 

 

１ 件名 

  神奈川県立保健福祉大学において使用するガスの調達 

            

２ 需要場所 

 名称 神奈川県立保健福祉大学      

住所 横須賀市平成町一丁目 10番１号  

           

３ 仕様           

(1) ガスの種類 都市ガス 13Ａ 

(2)  供給熱量   一般ガス導管事業者が定める小売託送供給約款（需要場所で払い出す託送供給） 

(3)  供給圧力  中圧２本及び低圧２本 

(4) 対象メータ 別紙「ガス契約月別使用量」のとおり 

(5)  その他   その他については、ガス事業法による。 

 

４ 契約量・契約負荷率等 

 (1) 契約最大時間流量 364㎥/h 

   契約最大時間流量とは、契約上使用できる１時間あたりの最大使用量をいい、負荷計測器に 

より計測される値が原則としてこれを超えないものとする。 

(2) 契約使用量・契約年間使用量 202,749㎥ 

    契約使用量及び契約年間使用量とは、令和８年４月から令和９年３月までの契約月別使用量

の合計をいう。 

 (3) 契約月平均使用量 16,896㎥/h 

    契約月平均使用量とは、契約年間使用量の 12分の１とする。 

 (4) 最大需要期 

    最大需要期とは 12月から翌年３月までの期間をいう。 

 (5) 契約年間負荷率  87％ 

    契約年間負荷率とは最大需要期の１カ月あたりの平均使用量に対する契約月平均使用量の

割合をいう。 

 (6) 契約最大時間流量倍率  557倍 

    契約最大時間流量倍率とは、契約年間使用量を契約最大時間流量で除したものとする。 

 (7)  契約月別使用量 

    別紙による。 

  (8)  契約引取量 141,924㎥ 

    契約使用量の 70％とする。 

     

５ 供給期間及び使用量 

自 令和８年４月の定例検針日の翌日 至 令和９年４月の定例検針日 

   契約期間ガス使用量 202,749㎥ 

 

 



６ 保安 

 (1)供給者は、ガス事業法に定めるところにより、ガス消費機器の調査及び危険発生防止の安全周

知を行うものとし、ガス工作物の保安責任は一般ガス導管事業者が負うものとする。 

 (2)供給者は、一般ガス導管事業者と相互に連携を図り、協力して災害発生に努めることとする。 

 

７ 料金 

 (1)料金は、公的機関の発表する貿易統計（平成 27 年６月から８月の平均値）のガスの原料に関

する価格に基づいて算定するものとする。 

 (2)ガス料金は、原料費調整制度により調整を行うものとする。算定方法は、東京瓦斯（株）の一

般ガス供給約款を準用する。 

  

８ その他 

  変更が生じた場合は、協議する。 

 

９ 添付資料 

 (1)別紙１「ガス契約月別使用量」 

 (2)別紙２「ガス使用実績表」（令和４年４月～令和７年９月） 


